
「実績報告書」の審査終了後「額の確定通知書」及び「請求書（提出用紙）」が市より郵送
されます。⑤ 額の確定

「交付決定通知書」が届いたら事業（アスベスト分析調査又はアスベスト除去）に着手して
ください。
・アスベスト除去の場合、着手前、工事施工中、工事完了後の写真撮影をお願いします。
・申請内容に変更が生じた場合「変更申請書」の提出が必要になります。

事業が完了したら速やかに「実績報告書」を提出してください。
（添付書類は裏面の「６．実績報告書」をご参照ください。）

※提出期限：令和9年２月２6日(金)
④ 工事完了

③ 工事着手

請求書に住所、氏名、口座番号等を記載していただき、市へ提出してください。
提出後３０日以内の支払いとなります。

※提出期限：令和９年３月３１日(水)

＜お問合せ先＞
妙高市 建設課 都市計画・建築グループ　TEL 0255-74-0026（直通）
http://www.city.myoko.niigata.jp  妙高市ホームページより申請書のダウンロードができます。

② 交付決定 市の審査終了後、「交付決定通知書」が市から郵送されます。

☆ 手続きの流れ ☆

① 交付申請
「補助金交付申請書」を市へ提出（添付書類は裏面の「５. 交付申請」をご参照ください）

※受付期間：令和8年４月１3日（月）～令和9年１月29日（金）

令和8年度　妙高市

　現在、法律により、アスベストを使用している可能性のある建築物の改修や解体工事を行う際は、「建
築物石綿含有建材調査者」資格者による事前調査が義務付けられています。
　建築物の吹付け建材中のアスベスト分析調査や吹付けアスベストの除去を検討されている方は、この機
会にぜひ、当補助制度をご利用ください！

民間建築物吹付けアスベスト対策事業

　② 吹付けアスベストの除去を行う場合
　 　１棟当たり最大１５０万円（要援護世帯は最大１６０万円）を交付します！

　① 吹付け建材中のアスベスト分析調査（定性分析＋定量分析）を行う場合
　　 １棟当たり最大２５万円を交付します！
　　　※申請時は定量分析まで行う分析調査の内容で申請してください。事業着手後に変更が生じた場合
　　　　は変更申請書の提出をお願いします。

⑥ 補 助 金
    支 払 い

※除去補助対象は、特に飛散性の高いレベル１相当の吹付け
アスベストのみです。（詳細は建設課にお問合せください。）

Ｑ Ｒコードから

閲覧が可能です



Q. すでに着手している分析調査やアスベスト除去は申請できますか？

A. できません。着手前に交付申請し、交付決定通知書が届いた後に、着手してください。

Q. アスベスト分析調査をして定性的判定でアスベストの含有が確認できなかった場合はどうなりますか？

A. 定性分析までの作業（書面調査、現地調査、試料採取、定性分析）が補助対象となります。定量分析は

 　実施していないので対象外となります。変更申請書の提出をお願いします。

　報告書　 妙高市民間建築物吹付けアスベスト対策
　　　　　 事業（アスベスト分析調査）実績報告書

　添付書類 ① 建築物石綿含有建材調査者が実施し
　　　　　 　 た分析調査結果報告書
　　　　 　② 契約書の写し
　　　　　 ③ 領収書の写し

６．実績報告書

　申請書　 妙高市民間建築物吹付けアスベスト対策
　　　　　 事業（アスベスト分析調査）補助金交付
　　　　　 申請書

　添付書類 ① 建物の位置図
　　　　　 ② 平面図(調査予定箇所を明示したもの)
　　　　　 ③ 建物の外観及び調査予定箇所の写真
　　　　　 ④ 分析調査に係る対象経費の見積書
　　　　　（書面調査、現地調査、試料採取等）

　報告書　 妙高市民間建築物吹付けアスベスト対策事業
　　　　　（アスベスト除去）実績報告書
　添付書類 ① 契約書・内訳書の写し
　　　　　 ② 領収書の写し
　　　　　 ③アスベスト粉じん濃度測定結果報告書の写し
　　　　　 ④ アスベスト処分に係るマニフェストの写し
　　　　　 ⑤ 工事写真（工事箇所ごとの施工前、施工
　　　　　　  中及び完了時の状況が確認できるもの）
　　　　　 ⑥ 特定粉じん排出等作業の結果報告書の写し

３．補助率・限度額

アスベスト分析調査によりアスベスト(レベル1相当)が含
有されていることが確認できた建材を建築物石綿含有建
材調査者が関与した事業計画に基づき実施する除去に要
する経費で除去のために必要となる工事及び除去により
露出した鉄骨部材等の耐火被覆等工事も含む。

２．対象経費

１６０万円
受付期間　令和　８年　４月１３日(月)～
　　　　　令和　９年　１月２９日(金)
ただし、先着順とし予算額に到達次第受付終了

① アスベスト分析調査

１．補助金の総額

② アスベスト除去

１．補助金の総額・受付期間

１２５万円
受付期間　令和　８年　４月１３日(月)～
　　　　　令和　９年　１月２９日(金)
ただし、先着順とし予算額に到達次第受付終了

２．対象経費

対象建築物の壁、柱、天井等に吹付けられた建材
に係る建築物石綿含有建材調査者による書面調
査、現地調査、石綿作業主任者による試料採取及
びアスベスト含有の有無を分析する調査に要する
経費。

３．補助率・限度額

Ｑ＆Ａ　　※不明な点がありましたら表面の＜お問合せ先＞までご連絡ください。

６．実績報告書

申請書　 妙高市民間建築物吹付けアスベスト対策事業
             （アスベスト除去）補助金交付申請書
添付書類 ① 建物の位置図
　　　　 ② 平面図(ｱｽﾍﾞｽﾄ除去箇所を明示したもの)
　　　　 ③ 建物の外観及びｱｽﾍﾞｽﾄ除去箇所の写真
　　　　 ④ 除去箇所のｱｽﾍﾞｽﾄ含有が確認できる書類
　　　　 ⑤ 建築物石綿含有建材調査者が関与した
　　　　　  施工計画書
　　　　 ⑥ ｱｽﾍﾞｽﾄ除去に係る対象経費の見積書

5．交付申請5．交付申請

左記同様

４．補助対象者

補助率：２／３（千円未満切捨て）
限度額：１５０万円（要援護世帯は１６０万円）

補助率：１０／１０（千円未満切捨て）
限度額：２５万円

４．補助対象者

① 妙高市内に存する延べ床面積８０㎡以上の民間
　 建築物を所有又は管理している者
② 個人の場合…世帯員各々が市税等を滞納してい
　　　　　　　 ないもの
    法人の場合…当該法人及び代表者が市税等を滞
                      納していないもの


